
"" 市松 " 暖 " 
都市公園の整備やその 活動を通して、 身近な自然にふれあ ぅ とともに、 自由に遊べる 場を地 

域 全体で確保する。 

口 河川 空 苛を活用しだ 体験活動の推進 

NPCX 、 ボランティア 団体等と連携し、 河川特有の機能を 十分に活かした 取組を ゴ櫛崔 するとと 

もに、 必要に応じて 交流・自然体験・ 環境教育の場としての 身近な水辺環境の 整備を実施する。 

口 自然・社会教育活動等の 場としての海岸づくり 

海辺における 自然・社会教育活動等を 安全に楽しめ、 また、 都市・農漁寸及び 世代間の交流 

の場となる海岸づくりを 推進する。   
                      目指すべき社会の 姿 

                      ク ポランティア 体験、 自然体験、 社会体験活動の 機会 カヴ百 実し 、 多くの 

                    子 どちが 様 凡な体験を持つことができる 

(4) 子どもの 学 ひの支援 

0 子どもたちが「生きる 力」をはぐくむことができ 鞠育を推進する 
た め 魅力あ る公立学校づくりをはじめとする 子どもたちの 学びを支援 

する。 

( 具体的施策 )   
義務教育の到達目標の 明確化、 学力の向上、 教員の資質向上などをはじめとする 義務教育改 

革を推進し、 信頼され、 安心して子どもを 託すことのできる 学校づくりを 図る。 

口 「生きる 力 」の育成 

学習意欲の向上や 指導の改善等をねらいとする「学力向上アクションプラン」の 推進や習熟 

度別 指導や少人数指導の 推進等により「確かな 学力」の向上を 図るとともに、 学校における 体 

敏活動の充実等に よ る豊かな人商陛の 育成を図る。 また、 学校における 体育，運動部活動の 充 

実 等により子どもの 健康・体力をはぐくむ。 

ロ地域に開かれ 信頼される学校づくり 

学校評価の実施及びその 結果の公表を 促進することにより、 学校の説明責任を 果たし、 教育 

活動の改善を 図る。 学校評議員制度や、 保護者や地域住民が 公立学校運営に 参画する学校運営 

協議会制度 ( コミュニテ ィ ・スクープりの 設置を促進する。 
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多様化する生徒の 実態に対応し、 生徒の個性を 最大限に伸ばすため、 将来の科学技術系人材 

や専門的職業人の 育成や、 総合学科や単位制高等学校など 特色あ る学校・学科等の 設置を推進 

する。    
 

  

目指すべき社会の 姿 

令子どもたち 瓜 『確かな学力」、 豊かな人間性、 健康や体力などの「 生 

きる 力 」をはぐくむことができる 学校教育 ガ @ 進される 

2. 仕事と家庭の 両立支援と働き 方の見直し 

。 '""" 弗 " 風土を変え、 働き方の見直しを 図り、 男性も女性もともに、 
社会の中で個性と 能力を発軍しながら、 手目育てにしっかりと 何と時間を注 

ぐことができるよさにする。 
      

①企業等におけるもう 一段の取組の 推進 

( 具体的施策 ) (= 後 5 年間の目標 ) 

a-@s@@SJaaitiiKM@  @  nfi6<D 行動尉面を 号篤こ 。 、 次世代言 妓暖に 
吏 " ", 。 ， " 。 " 弼 '" 

  Ⅰ 0  0 メ 。 

。 " 蛸 25% 
大世                 成 支援 対糊法 に基づく 認 耐 " 。 

計画策定企業の 20% 以上 

中小企業も含め、 次世代育成支援対策推進法に 基づく - 般 事業主行動計画の 策定を支援する 

とともに、 当言劾 十回に定める 目標達成など 一定の基準に 適合する企業を 認定しその好事例に 

ついて広く普及を 図る。 

ロファミ ハ ・フレンドト 僕の甑   
促進 227%(16 年度まで 幌 ㍉ づ一 

(2 「年度までの 累計 ) 

事業主の意識啓発等に ょ り、 仕事と育児が 両立できるような 様々な制度と 職場環境を持っ 企 
業 ( ファミリー・フレンドリ 一企業 ) の普及を促 5% する。 
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②育児何 % 制度等についての 取組の推進 

( 具体的施策 ) ( 今後 5 年間の目標 )   育児 椅捜 を京 弗叢憩 Ⅱに規定して ぃ 

"" 凱 " 
6 「． 4%(14 旬 ヰユ つ旦墜 

育児・介護休業法について、 制度の周知等を 図るとともに、 企業の制度として 定着するよ う、 
育児休業制度が 就 捌 Ⅲに 未 整備の事業所への 指導を登底する。 

口 育児休業の何鼎足這子育て 期間中㏄ 渤沸 朝一畳の 昔及 促進 

育児休業取得率の 目標達成に向け、 職場の意識改革を 進めるための 啓発活動 尺 好事例の普及 

を 図る。 また、 事業主に対する 指導や助成等により、 子育て期間中の 勤務時間短縮等の 措置の 

導入 ィ足 進を図る。 

。 """m"" 。 " 一 " 沖 " 一 
育児中の労働者が 請求した場合には、 時間外労働が 制限 ( 年 150 時間まで ) される制度度 及 

び 深夜の労働が 免除される制度や、 労働者が病気やけがをした 子の看護のために 休める制度の 

周知・登底を 図る。 

③男性の " 育 。 劃 。 仮題 

( 具体的施策 ) ( 今後 5 年間の目標 ) 

遊男性の子育て 参加促進に向けた 取組                             く認 

o@m 定 企業   性の育   @    %] 幡る 
@)0@@i@@ ttii Ⅰ S@@HKD20%@ 
上 

男，浬の子育て 参加を促進するため、 企業 ト 、 ソプを含めた 一 職場の意識改革、 管理職 やイ 起業員へ 

の 研修の実施、 育児休業取得者が 出た場合の雇用管理ルトルの 明確化等の取組を 推進する。 ま 

た、 子どもの出生時における 5 日程度の材 寺蔑 の 取 割賦 竺は ついて、 次世代育成支援対策推進、 法 

に 基づく特定事業主行動計画に 基づき官公庁が 率先して進めることにより、 民間企業等への 普 

及を図る。 

④仕事と生活の 調和のとれた 働き 万 KDHBi 

( 具体的施策 ) ( 今後 5 年間の目標 ) 

口個 凡人の生活等に 配慮した労働時間の 設定改善に向けた 労使の自主的取組の 推進 
労働時間の短縮の 促進に関する 臨時措置法 ( 時短 法 ) について、 育児をはじめ 労働者個々人 

の 生活等に配慮した 労働時間、 休日、 ウャ 頭 阪の設定を促進するものへと 見直す。 
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日 仕事と生活の 調和キャンペーンの 推進 官公庁と大企業のすべて 刀下 紐 

( 「細報 睡中 」型の働き方等の 昔 皮 
生産，陸の向上を 図るため、 各企業等において 業務や作業の 手順等を見直し、 無駄を廃して、 

より短い時間での 効率的な業務遂行等を 進める取組や 在宅勤務、 短時間就労等の 導入を促進す 

るための意識啓発を 行 う 。 

田長時間にわたる 時間外労働の 是正 長時間にねたる 時間外労働を 行って い 

請 倒 北洲 
搬働 時間 GOB 離日 % 丈 L の 富月 者の害 恰 「 Z2%(45 年コ 

育児 期 にあ る労働者の生活等に 配慮しっ っ 労働時間等の 設定の改善を 図ることが人材の 確 

保や生産，性の 向上にっながることについて 労使当事者に 周知するとともに、 フレックスタイム 

制 等の弾力的な 労働時間制度の 活用等により 多様な働き方を 実現することを 通じて、 長時間に 

わたる時間外労働の 是正を図る。 

口 年次有給 困目 の 助得 促進 企業全体に係る 労働者一人平均年次官 

給 中段 の Ⅸ 。 

47.4%(15 年度 づ 少なくとも 559 包以上 

労働者が子育てのために 年次有給 ルね 暇を取得しや 尹い よさにするため、 計画的付与制度の 導 

入 、 好事例の紹介や 意 言 % 蕃発 活動を推進する。 

ロパートタイム 労働者の均衡処遇の 推進 パートタイム 労働者と通常の 労働者と 
の 均衡処遇に向けた 環境の整備を 進め 
。 曲礎 。 。 。 

パートタイム 労働者と通常の 労働者との間の 均衡処遇を進める 上での具体的な 考え方を示 

したパートタイム 労働法に基づく 指針が浸透・ 定着するよ う 取り組むとともに、 処遇や人事制 

度の見直しなど 均衡 娃 墨の推進に取り 組む事業主を 支援する。 

口 柔軟な 鯨換 制度の導入の 推進 
働き方の多様な 選択が可能となるよ う 、 コース 別 雇用管理制度を 導入している 企業における 

いわゆる総合職・ 一般職相互間のコース 転換制度の導入を 推進する。 併せて、 パートタイム 労 

勘者の通常の 労働者への転換制度の 普及を図る。 

口 多様京劇ワークシェアリンクの 普及促進 

平成 17 年度中に、 短時間正社員など 公正な処遇が 図られた多様な 働き方の導入をめざす 多 

様就業型ワークシェアリンバの「制度導入・ 利用マニュアル」を 開発し、 これを用いて、 多様 

就業型ワークシェアリングの 普及を図る。 
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ロ テレワークの 普及促進 膿 " 日に占めるテレワーカー ( 来の比率 
( 湘       。 8 時 軋 出面ヨして、 珪榊 

"""" 却憶 ' 。 。 。 " 

6 Ⅰ %(14 年 づ 20% 。 

( 平成 22 年までの目標 ) 

テレワークの 実態調査を行 う とともに、 テレワークに 関する企業内制度やセキュリティの 高 

い テレワーク環境の 導入の推進、 創業・事業化を 容易にするための 必要 元雌備 、 導入のた 

めのガイドラインの 整備、 推 ま 堅餅 哉 による普及活動等を 通じて、 適正な就業環境の 下でのテレ 

ワークの普及 4% け 隻を図る。 

口松 務員 ク ㌃ 、 方イ ヒ ・多様Ⅰ ヒ 

公務員の勤務時間等に 関する制度を 弾力化・多様化し、 職業生活と家庭生活の 両立支援の推 

進を図る。 

⑤安心して妊娠・ 出産 塘き 続けられる 職雰 環境の整備 

( 具体的施策 ) ( 今後 5 年間の目標 ) 

巳妊娠・出産等を 理由としたⅠ 沫 ㍼ 呵枝 Ⅱ (@m 是正 

矩 ゑ厨 出産等を理由とする ィ寺 Ⅱ盗取扱いについて、 行政指導の登底を 図るとともに、 解雇 以 

外の 7% Ⅱ盗取扱いについての 法的整備を検討する。 

。 " 瞭 """" 

医師等の指導事項を 的確に伝達するための 連絡カードの 活用等により、 六 % 辰 中及び出産後の 

女性労働者に 対する適切な 母性健康管理の 推進を図る。 

口 企業におけるポジティフ・アクション   
0% 及 促進 29.5% Ⅱ 5 年 更 4 テ 40% 

男女が職場で 十分に能力を 発揮しながら 安心して子どもを 生み育てられる㍾ 備の観点 

から、 公正公平な人事平価・ 処遇を含む企業におけるポジティブ・アクションの 普及促進を図 

る。 また、 その際、 出産や育児による 欠勤等がハンディにならないような 人事管理制度、 能力 

評価制度等の 導入を積極的に 推進する。 

⑥百戸 准 

( 具体的施策 ) ( 今後 5 年間の目標 ) 

口 准 

育児等のために 退職し、 将来再就職を 希望する者に 対して、 再就職に向けた 具体的取来臨 十 画 

の策定支援、 職場体験講習の 実施、 再京胡 散に 役立つ清報の 提供を行 う ( 再 チャレンジサポート 

プロバラム ) などきめ細かい 支援を推進する。 
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"mm   こ郎 " 憶離 
育児中の求職者が 公共職業訓練を 受講できるよう、 柔軟な訓練コースロ 手間の設定を 行う。 ま 

た、 民間機関も活用して 再就職希望者のニーズに 対応した職業訓練を 実施する。 

日面 邸 八口一ワークにおけ       

育児が一段落し、 再就職を希望する 者等に対し育児・ 家事等と就職の 両立を支援するため、 

子ども連れでも 利用しやすい 施設を整えた「両立支援八口一ワーク」において、 職業情報の提 

供、 ガイダンスの 実施、 多様な 臆漢 紹介の実施等による 再就職支援を 推進する。 

また、 職務分析に基づく 職業能力評価制度の 整備により、 個人の職業能力や 企業が求める 職 

業能力が明らかになることで、 円滑な再就職を 促進する。 

口 求人年齢の上限の 緩和促進 公共職業安定所における 全求人に占め 

@  @W<(Dg!t@ 
「 5.2% Ⅱ 5 年度 づ 30% 

( 平成「 7 年度 ) 

育児が一段落し、 再就職を希望する 者等が、 求人の年齢制限により 求職活動の制約を 受ける 

ことがないよう、 八口一ワークの 窓口等で個別の 企業に対する 啓発・指導等を 行 う など、 求人年 

齢制ロ既薪口 の めむ 組を推進する。 

aoT@<D@@m   Ⅰ <D@S 
育児中の コ 摘載者が安心して 求職活動ができるよう、 保育所の受 入 児童数の増大を 図りつつ、 

求職申も保育所の 利用ができることを 市町付や八口一ワークにおいて 積極的に周知する。   
目指すべき社会の 姿 

今 希望する者すべて ガ 安心して育児休業等を 取得できる職場環境となる 

( 育児休業取得率男性 1 0% 、 女性 80%/ 小学校就学の 始期まで 

嚇， ""   」の普及 率 25%) 
今 男性ち家庭でしっかりと 子どもに向き 合う時間； 隔 てる ( 育児期の男 

性の育児等の 時間； @9 百造国並みに ) 
今 働き方を見直し、 多様な人材を 効果的に育成活用することにより、 労 

働生産性が上昇するととちに、 育児 期 にあ る男女の長時間労働が 是正 
される 

今 働き方の多 " 。 """""""" 。 
を余儀なくされる 者の割合が減るとともに、 創勒 し 段 

落した後の円滑な 再就職が可能となる 
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